
公告

総合評価型一般競争入札（特別簡易型（Ⅰ型））を行うので、次のとおり公告する。

  令和７年１０月２３日

                         鳥取市長 深 澤 義 彦   

１ 工事の概要

（１）工 事 名  （仮称）鳥取市北部学校給食センター新築（建築）工事

（２）工 事 場 所  鳥取市 千代水三丁目 地内

（３）工 事 内 容 

ア 本件工事は、将来の鳥取市を担う子供たちの健やかな成長のため、児童生徒に安全・安

心な学校給食が長期にわたり安定して供給できる環境を確保するものである。 

 イ 本件工事は、別途発注予定の次に掲げる工事と協調を図り実施する必要がある。

（仮称）鳥取市北部学校給食センター新築（電気）工事

   （仮称）鳥取市北部学校給食センター新築（空調）工事

（仮称）鳥取市北部学校給食センター新築（給排水）工事

（仮称）鳥取市北部学校給食センター新築（昇降機）工事

（４）工事の概要、構造、規模等

ア 学校給食共同調理場

（施設能力：最大調理能力７，５００食／日、アレルギー対応食１００食／日） 

鉄骨造 地上２階 延べ面積 ３，８２４．６８㎡

   イ 除害設備機械室

木造 地上１階 延べ面積 ２０．２５㎡

   ウ 駐輪場

鉄骨造 地上１階 延べ面積 １１．２７㎡

（５）工 期  本契約の締結の日から令和９年１１月２日まで

（６）予 定 価 格  金１，６３２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を除いた額）

（７）支 払 条 件  

ア 令和７年度  契約額の４０％に相当する額を超えない額

イ 令和８年度  契約額の３０％に相当する額を超えない額

ウ 令和９年度  契約額から令和７年度及び令和８年度に支払う額を差し引いた額

２ 評価資料等の提出ができる者

  評価資料及び入札参加資格確認書類（以下｢評価資料等｣という。）の提出ができる者は、次に

掲げる事項をすべて満たす特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）とする。

（１）共同企業体に関する要件

ア 共同企業体は、鳥取市内に本店を有する３者による自主結成とする。



  イ 各構成員の出資比率は、２０％以上とする。

  ウ 代表者は、（２）及び（３）の資格を満たす者のうち、その出資比率が異なる場合は出

資比率の最も大きな者とし、それが複数ある場合は構成員によって決定された者とする。

  エ 各構成員は、本件入札において他の共同企業体の構成員となることができない。

 （２）共同企業体の構成員共通の資格

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する建設業（建築一式工事）

の許可を受けている者であること。 

ウ 建設工事の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及び審査申請手続

等について（令和６年鳥取市告示第６２５号）に基づく建築一式工事（一般）の入札参加

資格を有する者であること。

エ ４の（３）のアの評価資料等の提出期間の最終日において、鳥取市建設工事入札参加資

格者格付要綱（平成１７年１月２６日制定）に基づき、建築一式工事（一般）のＡ級に格

付されている者であること。

オ この公告の日において、令和７年４月１日以降に鳥取市が公告した工事（共同企業体を対

象として募集したものであって、かつ、当該工事に係る資格として、鳥取市建設工事入札参

加資格者格付要綱に基づく建築一式工事（一般）のＡ級に格付けされている者であることを

求めたものに限る。）の契約期間中（仮契約期間中を含む。）である者でないこと。

カ この公告の日から本件入札の日までのいずれの日においても、鳥取市入札参加資格者指

名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）又は廃止前の鳥取市建設工事等入札参加資格

者指名停止措置要綱（昭和６０年５月２４日制定）の規定に基づく指名停止措置を受けて

いない者であること。

  キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者に

あっては、当該申立てが行われた日以後の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２３

第２項に規定する経営事項審査を受け、その結果に基づき、４の（３）のアの評価資料等

の提出期間の最終日までに改めて入札資格を付与されていること。

  ク 本件工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連を

有する者でないこと。

ケ 他の共同企業体の構成員との間に次に掲げるいずれかの関係を持つ者でないこと。

（ア）資本関係 次のいずれかに該当する関係をいう。ただし、会社法（平成１７年法律第

８６号）第２条第３号に規定する子会社（以下「子会社」という。）又は子会社の一方

が、会社更生法第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法の規定による再生手続

中の会社（以下「更生会社等」という。）である場合を除く。

ａ 会社法第２条第４号に規定する親会社（以下「親会社」という。）と子会社の関係

にある場合

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

（イ）人的関係 次のいずれかに該当する関係をいう。

  ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一



方が更生会社等である場合を除く。

  ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

（ウ）その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 （ア）又は（イ）と同視しうる

資本関係又は人的関係があると認められる関係をいう。

（３）共同企業体の代表者の資格

 ア 平成２７年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している鉄骨造、鉄筋コンクリート造

又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で、１棟（廊下（開放廊下を除く。）でつながってい

るものは１棟とみなす。以下同じ。）の延べ面積が２，２００㎡以上のものの新築、改築

（従前の建築物を取り壊した後、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない

建築物を建てることをいう。以下同じ。）又は増築（当該部分が複数ある場合は、１の部

分の延べ面積が２，２００㎡以上のものに限る。以下同じ。）の工事を元請として施工し

た実績があること。ただし、共同企業体の構成員として施工した実績については、出資比

率が２０％以上のものに限る。

  イ 本件工事の施工期間中、次の基準を満たす監理技術者を専任で配置できる者であること。

（ア）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第４条の規定による一級建築士（以下「一級

建築士」という。）の免許を有する者又は建設業法第２７条第１項に規定する技術検定

（建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項の表の上欄に掲げる検

定種目を建築施工管理とし、かつ、同条第２項に規定する区分を一級とするものに限る。）

の合格証明書の交付を受けている者（以下「一級建築施工管理技士」という。）である

こと。

（イ）当該代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関す

る一定の権利義務関係であって、評価資料等の提出のあった日の３月以上前から継続し

ているものをいう。以下同じ。）にある者であること。

（ウ）平成２７年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している鉄骨造、鉄筋コンクリート

造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で、１棟の延べ面積が２，２００㎡以上のものの

新築、改築又は増築の工事に元請の監理技術者、主任技術者又は現場代理人として従事

した実績があること。ただし、共同企業体の構成員として施工した実績については出資

比率が２０％以上のものに限り、当該工事に現場代理人としてのみ従事していた者につ

いては当該工事の施工時に（ア）に該当していた者に限る。 

   （エ）建築一式工事について、建設業法第２７条の１８第１項に規定する監理技術者資格者

証の交付を受けている者で、かつ、同法第２６条第５項の国土交通大臣の登録を受けた講

習を受講している者であること。

（４）共同企業体の代表者以外の構成員の資格

ア 平成２７年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している鉄骨造、鉄筋コンクリート造

又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の新築、改築又は増築の工事を元請として施工した実

績があること。ただし、共同企業体の構成員として施工した実績については、出資比率が

２０％以上のものに限る。

  イ 本件工事の施工期間中、次の基準を満たす主任技術者を専任で配置できる者であること。

（ア）一級建築士若しくは建築士法第４条の規定による二級建築士の免許を有する者又は建

設業法第２７条第１項に規定する技術検定（建設業法施行令第３７条第１項の表の上欄



に掲げる検定種目を建築施工管理とするものに限る。）の合格証明書の交付を受けてい

る者であること。

（イ）当該構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。

（ウ）平成２７年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している鉄骨造、鉄筋コンクリート

造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の新築、改築又は増築の工事に元請の、監理技術

者、主任技術者又は現場代理人として従事した実績があること。ただし、共同企業体の

構成員として施工した実績については出資比率が２０％以上のものに限り、当該工事に

現場代理人としてのみ従事していた者については当該工事の施工時に（ア）に該当して

いた者に限る。

３ 設計業務等の受託者等

（１）２の（２）のクの「本件工事に係る設計業務の受託者」とは、次に掲げる共同体の代表者又

は構成員である。

  第一期鳥取市学校給食センター基本・実施設計業務 白兎・山下特定設計業務共同企業体

代表者 株式会社白兎設計事務所

鳥取市西町二丁目１２３番地

       代表取締役 藪田 浩明

   構成員 株式会社山下設計工房

       鳥取市富安一丁目７４番地３

       代表取締役 山下 卓治

（２）２の（２）のクの「当該受託者と資本若しくは人事面において関連を有する者」とは、次の

ア又はイに該当するものである。

  ア 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額

の１００分の５０を超える出資をしている法人

  イ 法人の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合におけ

る当該法人

４ 総合評価に関する事項

（１）落札者の決定方法

この入札は、総合評価入札により行う。総合評価入札の落札者は、予定価格の範囲内の価格

 をもって有効な入札をした者で、次のアの「総合評価の採点方法」によって得られた数値（以

 下「評価点数」という。）の最も高い者とする。

   ア 総合評価の採点方法

（ア）算定式

  評価点数＝入札価格点数＋施工能力点数

（イ）評価項目、配点及び評価方法は、鳥取市総合評価入札に関する運用ガイドラインの「特

別簡易型（Ⅰ型）総合評価に係る採点基準」による。

（ウ）評価点数の合計が最も高い者が複数ある場合は、くじにより落札者を決定する。

（２）評価資料等作成要領の交付

評価資料等作成要領は、鳥取市公式ウェブサイト（https://www.city.tottori.lg.jp）に掲載する



とともに、次のとおり希望者に直接交付するものとする。

ア 交付期間及び時間

令和７年１０月２３日（木）から同年１１月１２日（水）までの日（鳥取市の休日を定め

る条例（平成元年鳥取市条例第２号）第１条第１項に規定する鳥取市の休日（以下「休日」

という。）を除く。）の午前９時から午後５時１５分まで

イ 交付場所

鳥取市幸町７１番地

鳥取市都市整備部建築住宅課（鳥取市役所本庁舎５階）

（３）評価資料等の提出

本件入札に参加表明する者は、評価資料等作成要領に基づき作成した資料を次により提出す

るものとする。

ア 提出期間、時間及び場所

（２）に同じ。

イ 提出方法

１部持参すること。

（４）入札の無効

評価資料等を提出しない者の行った入札又は評価資料等に虚偽の記載をした者の入札は無

効とし、審査及び評価の対象としない。

５ 設計図書を示す場所及び期間

   本件工事に係る設計図書の閲覧は、次のとおり行う。

（１）閲覧場所 鳥取市幸町７１番地

鳥取市役所本庁舎５階東側エレベーターホール前待合スペース

（２）閲覧期間 令和７年１０月２３日（木）から同年１２月５日（金）までの日（休日を除く。）

（３）閲覧時間 午前９時から午後５時１５分まで

６ 設計図書に関する質問及び回答

（１）設計図書に対する質問は、令和７年１２月５日（金）正午までに鳥取市総務部検査契約課に

書面にて行わなければならない。

（２）前号の質問に対する回答は、令和７年１２月１１日（木）までに書面にて、入札参加資格が

あると認められた者に対して鳥取市総務部検査契約課より通知する。

７ 入札参加手続等

 参 加 表 明 令和７年１０月２３日（木）午前９時から

         令和７年１１月１２日（水）午後５時１５分まで

  入 札 日 時 令和７年１２月１６日（火）午前９時

  入 札 場 所 鳥取市役所本庁舎４階会議室４－２

  開 札 方 法 入札終了後直ちに入札場所にて行う

 ８ 入札



（１）入札参加者は、本件工事の本工事費内訳書を入室時に提出しなければならない。提出しない

場合は、この入札に参加することができない。

（２）開札後は落札の決定を保留とし、入札参加者の評価点数については書面により当該入札参加

者に通知するものとする。入札参加者は、通知の内容に疑義があるときは通知の翌日（休日を

除く。）の午後４時までに、鳥取市に対して書面により当該内容に対する説明を求めることが

できる。

（３）この入札は、低入札価格調査制度の対象であり、調査基準価格及び失格基準価格が設定され

ている。

（４）調査基準価格を下回る入札（以下「低価格入札」という。）を行った者（失格基準に該当し

た者を除く。以下「低価格入札者」という。）に対し、鳥取市建設工事低入札価格調査制度実

施要領（平成１１年９月１４日制定）第１０条に定める低入札価格調査を実施後、落札者を決

定する。この場合において、複数の低価格入札者があるときは、他の者についても並行して調

査できるものとする。

（５）低価格入札者は、入札後の事情聴取及び調査に協力するものとする。

（６）低価格入札者となった場合、低入札価格調査に必要な資料を提出する意思がある者は、低入

札価格調査意向確認書を入札書と同時に提出すること。

（７）低価格入札者は、開札日の翌日から起算して２日以内に、鳥取市建設工事低入札価格調査制

度実施要領第１０条第３項各号に掲げる資料を提出するものとする。

（８）低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合は、

低価格入札者で評価点数が最も高いものを落札者としない場合がある。

（９）落札者は、低入札価格調査を行う場合は低入札価格調査の調査後、評価点数の通知を経て決

定することとする。なお、落札者等については、入札者全員に書面で通知する。

（１０）低価格入札者が契約者となった場合、契約不適合責任の存続期間については、工事目的物

の引渡しを受けた日から４年に延長し、契約保証金を契約金額の１０分の３以上とする。

（１１）この入札は、低価格落札工事配置技術者増員制度の対象であり、増員基準価格が設定され

ている。

（１２）増員基準価格を下回る価格で入札を行った低価格入札者は、追加技術者調書を開札日の翌

日から起算して２日以内に提出し、一級建築士又は一級建築施工管理技士を１名追加して専任

で配置しなければならない。なお、追加技術者は現場代理人との兼務はできない。

（１３）追加技術者調書に記載された者は、落札者となった共同企業体の構成員と直接的かつ恒常

的な雇用関係にある者でなければならない。

９ 議会の議決

本件の工事請負契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年鳥取市条例第１３号）第２条に規定する契約に該当するため、落札後仮契約を締結する

ものとし、鳥取市議会の議決を得て本契約とする。

仮契約の締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した共同企業体の構成員が入札参加の

資格制限又は指名停止措置を受けた場合は、市は仮契約を解除し、本契約を締結しないことがあ

る。仮契約を解除した場合、市は一切の損害賠償の責めを負わない。



１０ その他

（１）関連情報を入手するための照会窓口は、鳥取市都市整備部建築住宅課（電話 ０８５７－３

０－８３７４）とする。

（２）評価資料等の提出は、入札参加資格の有無を確認するものであり、審査の結果によっては入

札参加資格がないものとする場合がある。

 （３）入札参加希望者について、提出された評価資料等を審査し、結果を書面により通知する。 

 （４）入札参加希望者は、入札参加資格の有無の通知の内容に疑義があるときは、通知の翌日（休

日を除く。）の午後４時までに、書面により当該内容に対する説明を求めることができる。 

 （５）市は、８の（２）及び前号の説明の要求があった場合は、速やかに回答するものとする。 

（６）評価資料等の作成と提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

 （７）評価資料等その他提出された書類は、返却しない。 

 （８）工事内容に関する説明会は、行わない。 

(９）提出された評価資料等は、提出者に無断で本件入札以外の用途には使用しない。ただし、

  本件契約の終了後において、透明性を確保するため公表することがある。 

（１０）本件工事の受注者（共同企業体の代表者及び代表者以外の構成員）は、市が公告して実施

する他の工事（令和８年３月末までの間に公告を行う、総合評価型一般競争入札（特別簡易型

（Ⅱ型））を除いた建築一式工事に係るものに限る。）の入札に参加することができない。 


